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美波町にぎやかそ

美波町にぎやかそ町民憲章とは、美波町をもっと自慢した
くなるまちとしていくために、美波町の住民としての誇りや
心がまえを表した道しるべです。令和 3年に、美波町が誕
生して15周年をむかえたことを記念してつくられました。

美波町



これが僕たち私たちの
美波町にぎやかそ町民憲章
わたしたちは、ふるさと美波町を築いた先人達に感謝し、歴史・伝統・文化を次世代に
つなげ、このまちをいつまでも明るく豊かな住みごこちのよい、にぎやかなまちとして
未来につなげるため、この憲章を定めます。
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解説）�本町は、海山川の自然から多くの恩恵を受け発展してきました。こうした自然の恵みに町民

一人ひとりが感謝するとともに、後世に引き継ぐ責任があります。また、町のシンボルでも
あるアカウミガメとともに、豊かな自然を地域資源ととらえ、それらを活かした美しいまち
づくりを町民が協力して進めていくという思いが込められています。
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解説）�日和佐八

はちまん
幡神社秋祭り、由岐の連続秋祭り、赤松神社奉納吹筒花火など町内には誇れる伝統

文化や、薬王寺の門前町、康
こうりゃく
暦の碑

ひ
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そうなん
難救助など語り継ぐべき歴史

が数多く存在しています。これらを守り伝承するだけではなく、これから先の未来に向け新
たな文化を共に創っていくという思いが込められています。
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解説）�家族の絆、地域の絆、交流を通じた絆など、「助けあう絆」を大切に育み、輪（和）を広げる

ことにより、心豊かな生活を送ることができます。さらに、南海トラフ地震など大規模災害
に備えて、協力し助け合う「共助」の理念、地域での見守りなどにより、安全で安心して暮
らせるまちにしていくという思いが込められています。
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解説）�女性も、男性も、子どもも、高齢者も、障がいのある方も、性的マイノリティーの方も、誰

ひとり取り残さず、一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らし、希望を持って活躍できるま
ちにしていくという思いが込められています。
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解説）�人口減少や少子高齢化が進むなかでも住民自ら学習し教養を高め、住民と行政が一体となり、

新たなことに挑戦し続け、わたしたちのまち美波町の未来を切り拓いていくという思いが込
められています。

美波町にぎやかそ町民憲章って
どうやってできたの？
1）意見を集める

2）意見をまとめる

3）にぎやかそ町民憲章制定委員会

4）パブリック・コメントの実施

5）制定

美波町をより良い町にするために、これから取り組んでいきたいことや将来
に残していきたいことなどの住民の声を集めるため、各町内会での聞き取り、
町内小中学校の児童・生徒へ意見の募集など行いました。

美波町行政の今後を担う若手職員らでワークショップを行い、皆様からいた
だいたたくさんの意見の取りまとめ、「美波町にぎやかそ町民憲章」の案を
作りました。

美波町で活動する団体の代表者、公募で選ばれた住民の方、学識経験者ら
16名が集まり、にぎやかそ町民憲章制定委員会を立ち上げ、「美波町にぎや
かそ町民憲章」の案の文案について話し合いました。

「美波町にぎやかそ町民憲章」の案に対しての意見募集（パブリック・コメ
ント）を行いました。にぎやかそ町民憲章制定委員会では、寄せられた意見
を整理し、町民憲章制定の参考にしました。

「美波町にぎやかそ町民憲章」が、令和 4年 3月 1日に告示をもって制定さ
れました。



“にぎやかそ”にぎやかな過疎の町 美波町
　“にぎやかそ”とは、「にぎやか」と「かそ」を合わせてつくった言葉で、人口が少なくなってきて
いても、町の人や外から来た人が集まり、いろんなつながりやワクワクがたくさん起こるにぎやかな
町でありつづけ、みなさんが町に誇りをもてて、大人になっても住み続けたいと思うような町をみん
なで一緒につくろう！そんな想いをこめた、私たちのまち美波町のキャッチフレーズです。
　町外からきた人に美波町はどんな町？と聞かれたとき、「うみがめが来る町」「薬王寺がある町」「自
然ゆたかな町」「海がきれいな町」「なにもない町」とか、ひとによっていろんな答え方をすると思い
ますが、多くのひとが「にぎやかな町」と答えられるような町をみんなでつくっていくことが目標です。

美波町ホームページでも、「美波町にぎやかそ
町民憲章」の詳細を見ることができます。
左記QRコードからご覧ください。

美波町政策推進課
〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地 1
☎ 0884-77-3616 ／ FAX�0884-77-1666
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